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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
組織を切断又は凝固するための機器であって、前記機器は、
　先端部を有する長手部材と、
　前記長手部材の先端部から角度をなして、かつ同長手部材の先端部の一方の側に延出す
る分岐した脚部材であって、その先端側が右側脚部材部と左側脚部材部とに分岐している
脚部材と、を含み、
　前記右側脚部材部及び前記左側脚部材部の各々は、前記長手部材と対面する第１の面と
、前記第１の面と相対向する第２の面であって前記長手部材と対面していない第２の面と
、をそれぞれ備え、
　前記右側脚部材部の内側端と前記左側脚部材部の内側端とはその間に開放領域を備えた
状態にて互いに対して並置されており、
　前記右側脚部材部及び前記左側脚部材部の各々の少なくとも前記第２の面には電気的か
つ熱的な絶縁被覆部が設けられており、
　前記右側脚部材部及び前記左側脚部材部の各々の前記第１の面には電極が設けられてお
り、
　前記電極は、前記右側脚部材部及び前記左側脚部材部の各々の前記第２の面の下方に配
置されている組織を熱切断及び熱凝固の少なくとも一方を引き起こすことなく、前記開放
領域の上側の位置にて組織を熱切断するか、又は熱凝固するかの少なくとも一方を行うた
めに、電圧を印加可能である、機器。
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【請求項２】
前記電極に電圧をかける電気外科的発生器と組み合わせられる請求項１に記載の機器。
【請求項３】
前記右側脚部材部及び前記左側脚部材部の各々の前記第１の面及び前記第２の面にはそれ
ぞれ電気的かつ熱的絶縁被覆部が形成され、前記電極は、前記電気的かつ熱的絶縁部の頂
部に配置されている請求項１に記載の機器。
【請求項４】
流体若しくは物質の注入及び流体若しくは物質の吸引の少なくとも一方に使用可能な少な
くとも一つの内腔を更に含む請求項１に記載の機器。
【請求項５】
前記機器は第一及び第二の内腔を含み、それにより流体又は物質が一方の内腔を介して注
入される一方で、流体又は物質は他方の内腔を介して吸引される請求項４に記載の機器。
【請求項６】
前記絶縁被覆部はコーティングからなる請求項１に記載の機器。
【請求項７】
前記絶縁被覆部はポリマーコーティングからなる請求項１に記載の機器。
【請求項８】
前記ポリマーコーティングはポリイミドコーティングからなる請求項７に記載の機器。
【請求項９】
前記絶縁被覆部は、単層浸漬コーティング、多層浸漬コーティング、塗装、静電的粉体、
及び蒸着、からなる群より選択されるコーティング法によって適用されるコーティングか
らなる請求項１に記載の機器。
【請求項１０】
長手部材が延出するハンドピースを更に含む請求項１に記載の機器。
【請求項１１】
前記長手部材は前記ハンドピースに着脱可能に取り付けられている請求項１０に記載の機
器。
【請求項１２】
前記長手部材は使い捨て用であり、かつ前記ハンドピースは再使用可能である請求項１１
に記載の機器。
【請求項１３】
前記長手部材は、前記ハンドピースに永久に取り付けられるか、又は該ハンドピースと一
体的に形成されている請求項１０に記載の機器。
【請求項１４】
前記ハンドピース及び前記長手部材はオートクレーブ滅菌可能である請求項１３に記載の
機器。
【請求項１５】
カニューレと組み合わせられる請求項１に記載の機器を含むシステムであって、前記機器
は該カニューレを貫通して挿入可能である、システム。
【請求項１６】
前記カニューレは剛性カニューレからなる請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
前記カニューレは可撓性のカテーテル又は経皮的に挿入可能なカテーテルからなる請求項
１５に記載のシステム。
【請求項１８】
内視鏡装置と組み合わせられる請求項１に記載の機器を含むシステムであって、前記内視
鏡装置はヒト又は動物の患者の体内における前記機器の位置を視認するために使用可能で
ある、システム。
【請求項１９】
前記内視鏡装置は、消化器官用内視鏡、歯科用内視鏡、Ｓ状結腸鏡、結腸鏡、腹腔鏡、胸
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腔鏡、膀胱鏡及び関節鏡、からなる群より選択される請求項１８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は組織を選択的に切断するための電気外科的機器及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
関連出願
　本願は、２００３年６月１０日に出願された米国特許仮出願第６０／４７７２５８号の
優先権を主張し、該出願の内容は本明細書において参照により援用される。
【０００３】
　組織を切断及び／又は焼灼するために電気外科的プローブが使用される種々の医療処置
及び外科的処置がある。今日では、種々の単極及び双極電気外科的プローブが市販されて
いる。電気外科的プローブは典型的には、ハンドピースに永久的に、又は着脱可能に取り
付けられるプローブチップを含む。ハンドピースは人間の手により把持できるようにサイ
ズ化され、かつ構成されている。プローブチップは典型的にはハンドピースから先端方向
に延出している。各プローブチップの先端は典型的には、特殊な形状（例えば、直線状、
湾曲状、フック形状、ループ状、正方形、ボール、スパチュラ、ニードル、ボール、Ｌ字
型、鉗子、クランプ等）を有する。プローブチップは典型的には、電圧を加えた場合、該
プローブチップを熱する一つ以上の電極を組み込んでいる。ハンドピースはプローブチッ
プを加熱するためのエネルギを提供する電気外科的信号発生器に接続されている。幾らか
の場合、周辺組織の損傷又は静電結合（ｃａｐａｃａｔｉｖｅ　ｃｏｕｐｌａｎｃｅ）を
回避するために、プローブチップの最先端部以外の全てが絶縁体にて囲まれている。多く
の場合、プローブチップの温度は変化しやすく、該温度は該プローブチップにて電極を介
して流れる電流の量を変更するためにレオスタット又はその他の装置にて制御され得る。
電気外科的発生器、ハンドピース及び／又はプローブチップの例は、ボビーメディカルコ
ーポレイション（Ｂｏｖｉｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、フロリダ州セ
ントピーターズバーグに所在）、ハイトップ／ダブリュ．ジェイ．サージカル（Ｈｉ－Ｔ
ｏｐ／Ｗ．Ｊ．Ｓｕｒｇｉｃａｌ、ペンシルベニア州エリザベスタウンに所在）、タイコ
ヘルスケアグループエルピー（Ｔｙｃｏ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ　Ｇｒｏｕｐ　ＬＰ、コ
ロラド州ボルダーに所在）のバレーラボ（ＶａｌｌｅｙＬａｂ）及びプロサージ　インコ
ーポレイテッド（ＰｒｏＳｕｒｇ，Ｉｎｃ、カリフォルニア州サンノゼ所在）から入手可
能なものを含む。
【０００４】
　従来技術の電気外科的プローブは多くの異なるタイプの組織を切断するために使用され
続けてきたが、デリケートな周辺組織を不慮に焼成する又は損傷する、という問題のため
に、電気外科的プローブをこれまでに使用できなかったある種の外科的処置が依然として
存在する。
【０００５】
　これまでに電気外科的機器を用いては一般的には実施できなかった処置の一例には、眼
からの網膜上膜の除去が挙げられる。網膜上膜（時として、黄斑パッカー（ｍｕｃｕｌａ
ｒ　ｐｕｃｋｅｒ）、前黄斑繊維症（ｐｒｅｍａｃｕｌａｒ　ｆｉｂｒｏｓｉｓ）又は表
面皺（ｓｕｒｆａｃｅ－ｗｒｉｎｋｌｉｎｇ）網膜症と称される）は、網膜の内境界膜及
び硝子体皮質の間に形成される異常な、透明又は半透明の、コラーゲン含有膜である。網
膜上膜が収縮すると、網膜が歪む又は網膜に皺が寄り、患者の視力に支障を来たす。視力
の症状は、非常に緩やかな症状から非常に重篤な症状まで変化する。患者は、かすみ目又
は中心視（ｃｅｎｔｒａｌ　ａｃｕｉｔｙ）の損失を経験する。患者はまた、直線が湾曲
する若しくはカーブして見える、又は物体の形状又は形態が歪んで見えるという視野の歪
みを経験する。稀に、網膜上膜は、網膜に深刻な損傷を与え、患者は中心視をほとんど失
い、その周辺視野のみを見ることになる。
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【０００６】
　網膜上膜の治療は、通常、該網膜上膜を除去するための手術を含む。そのような手術に
おいて、眼科外科医は最初に硝子体切除術を実施し、該硝子体切除術において、硝子体切
除用カッターを使用して、眼の後眼房から硝子体を除去する。硝子体が除去されると、外
科医は精巧な器具を用いて網膜の表面から網膜上膜を丁寧に剥離する。網膜上膜は、独立
した付着点にて、網膜に付着されているかもしれない。従って、網膜から膜を剥離するこ
とは、網膜上において幾らかの好ましくない引っ張り又はけん引を生じ、その際、網膜の
裂傷及び出血の可能性を伴い、又は網膜の局所的な剥離さえも伴う。網膜上膜が首尾よく
除去されたら、斑点は典型的には平坦化され、患者の症状は徐々に快方に向かう。この手
術の後に、患者の大部分は視力が改善されるが、手術後も、幾らかの視力の歪み及び／又
は視力の損失が依然として残る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　現在のところ、電気外科的機器により発生する熱が組織の実質的な切断及び／又は凝固
を引き起こす領域における制御を提供し、それにより処置時における望ましくない付随的
な損傷を回避する新たな電気外科的機器の開発の必要性が当該技術分野においては存在す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は組織を切断又は凝固するための機器であって、ａ）先端部を備えた長手部材と
、ｂ）該長手部材の先端部から延出する少なくとも一つの脚部材と、該脚部材が上面と下
面とを有することと、ｃ）該脚部材の少なくとも下面に形成される電気的かつ熱的に絶縁
した被覆部と、ｄ）該脚部材の上面にある少なくとも一つの電極と、からなる、から構成
される、又はから本質的に構成される機器を提供する。操作時において、少なくとも一つ
の電極は、脚部材の下面の下方に配置された組織を本質的に損傷することなく、該脚部材
の上面の上方に配置された組織を切断又は凝固するために電圧が加えられ得る。該脚部材
は、一つの脚部材、開放された領域にて分離される複数の脚部材、又は開放された領域に
よりその間が分離された複数の脚部材部に分枝又は分岐される一つの脚部材からなる。幾
らかの実施形態において、該機器は、流体及び／又は物質の注入及び／又は吸引を行うた
めの一つ以上の内腔を含んでいる。幾らかの実施形態において、該機器は、カニューレ、
可撓性カテーテル（例えば、経皮的に挿入可能なカテーテル）又は内視鏡機器の内腔又は
チャネルに形成され得る、取り付けられ得る、又は貫通され得る。幾らかの実施形態にお
いて、該絶縁被覆部は、脚部材の上面又は脚部材の全面を覆う。絶縁被覆部はポリマーコ
ーティング（例えば、ポリイミド）のようなコーティングからなる。電極は、双極又は単
極であり得る。
【０００９】
　更に、本発明に従って、組織を選択的かつ電気外科的に切断又は凝固するための方法が
提供され、該方法は、ａ）ｉ．先端部を備えた長手部材と、ｉｉ．該長手部材の先端部か
ら延出する少なくとも一つの脚部材と、該脚部材が上面と下面とを有することと、ｉｉｉ
．該脚部材の少なくとも下面に形成される電気的かつ熱的に絶縁した被覆部と、ｉｖ．該
脚部材の上面にある少なくとも一つの電極と、からなる機器を提供する工程と、ｂ）切断
又は凝固されるべき組織が少なくとも一つの脚部材の上面の上方に配置されるとともにそ
の他の組織が該少なくとも一つの脚部材の下面の下方に配置されるように該機器を配置す
る工程と、ｃ）少なくとも一つの脚部材の上面の上方に配置された組織が切断又は凝固さ
れ、かつ該少なくとも一つの脚部材の下面の下方に配置された組織が実質的に切断又は凝
固されないように少なくとも一つの電極に電圧を加える工程と、からなる。該方法の幾ら
かの適用において、該機器は、ハンドピース上に形成され得るか、又は該ハンドピースに
取り付けられる。幾らかにおいて、該機器は、カニューレ、可撓性カテーテル又は内視鏡
機器の内腔又はチャネル上に形成される、取り付けられ得る、又は貫通され得る。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の更なる態様及び要素は、以下に記載された特定の実施例の詳細な説明を読み取
ることにより当業者には理解されるであろう。
【００１１】
　以下の詳細な説明及び参照するための図面は、本発明のある好ましい実施形態又は実施
系を記載し、かつ図示するためのみの目的において提供され、本発明の全ての可能な実施
形態又は実施例を徹底的に記載することを試みるものではない。従って、以下の詳細は説
明及び添付した図面は、本出願及び該出願から許可されるいかなる特許において引用され
る請求の範囲を多少なりとも制限するために説明されてはいない。
【００１２】
　図１－２及び５は、本発明に従う組織を切断又は凝固するための機器の一実施形態の実
施例を示す。これらの図面に示される機器１０はその先端部に形成された脚部材１６を有
する長手部材１４からなる。脚部材１６は、図示されるように、第一の（又は右側の）脚
部材部２２と第二の（又は左側の）脚部材部２０とに分岐される又は分けられる。第一及
び第二の脚部材部２２、２０の間には開放領域２４が存在する。脚部材１６及び各脚部材
部２２、２０は上面ＵＳおよび下面ＬＳを有する。電気的かつ熱的に絶縁した被覆部３０
が脚部材１６に形成される。この実施例において、絶縁被覆部３０は上面ＵＳ及び下面Ｌ
Ｓを含む脚部材１６全体を覆う。しかしながら、機器１０の幾らかの実施形態において、
該絶縁被覆部３０は脚部材１６の下面ＬＳのみ、又は脚部材部２２、２０の下面ＬＳのみ
に配置され得ることは理解されるであろう。図５の断面に示されるように、脚部材１６は
、金属（例えば、医療用グレードのステンレス鋼）のような導電性コア材料から形成され
得、被覆部３０はコア材料の表面に配置されるコーティングから形成され得る。絶縁被覆
部３０を形成するコーティングはポリイミドのような誘電性ポリマーからなり、かつ単層
浸漬コーティング、多層浸漬コーティング、塗装、粉体塗装（例えば、静電気）、蒸着等
を含む（とはいえ、それらに限定されるものではない）任意の適切な手段により適用され
る。
【００１３】
　少なくとも一つの電極は、脚部材６０の上面ＵＳに配置される。この実施例にて示され
る機器１０は二極であり、従って、第一の電極２８は第一の脚部材部２２の上面に配置さ
れるとともに、第二の電極２６は第二の脚部材部２０の上面に配置される。電圧が加えら
れる際、これらの電極は脚部材６０の上面ＵＳの上方、並びに第一及び第二の脚部材部２
２、２０の間に存在する開放領域２４の上方及び該開放領域２４内の幾らかに、組織損傷
熱帯域を形成する。図５に示されるように、電極２６、２８に電圧がかけられる場合、上
述の上面ＵＳの上方の組織損傷熱帯域は、実際には高出力帯域ＨＰＺ及び中間出力帯域Ｍ
ＰＺを含み、いずれも組織を切断又は凝固するのに十分である。従って、効果的な組織損
傷熱帯域は、高出力帯域ＨＰＺ及び中間出力帯域ＭＰＺの両方を含むであろう。
【００１４】
　図２に示されるように、機器１０は長手部材１４を貫通して延びるとともに孔３４、３
６にて終了する一つ以上の内腔を選択的に含み得、それにより、流体又は物質が機器を介
して注入及び／又は吸引され得る。幾らかの実施形態において、二つ（２）の内腔（図示
しない）が含まれ得、これらの内腔は二つの独立した孔３４、３６にて終了し、それによ
り、機器１０を介して同時に注入及び吸引が実施され得る。
【００１５】
　本発明の機器１０は、図１に示される一実施例のようなシステム１２の一部として使用
され得る。このシステム１２の基本的な構成部品は、電気外科的発生器７６のような電流
源、と、機器１０において所望の量のエネルギを電極２６、２８に与えるために電気外科
的発生器を制御する電気外科的フッドペダル８０と、からなる。機器１０が選択的な吸引
用及び／又は注入用の内腔を含む場合、該システム１２は、吸引ポンプモジュール７４及
び吸引フットペダル７８及び／又は注入流体源７２を付随的に含み得る。システムのこれ
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らの構成部品は、独立しているか、又は図示されるように外科的ローラカート７０に装着
され得る。処置時のシステム機能の制御は、所望の量のエネルギを電極２６、２８に供給
する電気外科的発生器を制御する電気外科的フットペダル８０を移動することによって、
そして選択的に吸引ポンプ７４を制御するために吸引フットペダル７８を移動することに
よって、及び／又は、重力供給圧を変更又は機器１０の選択的な注入内腔を流れる注入流
体の流速を変更することによって、達成され得る。幾らかの実施形態において、フットペ
ダル７８、８０は、単一の多機能ユニットに組み込まれる。ピンチバルブ又はその他の手
段もまた、機器１０の注入流体の流れを制御するためにコンソール内に組み込まれ得る。
選択肢として、システム１２の基本的な制御機能の全ては容易に使用できるように単一の
フットペダルに一体化され得る。
【００１６】
　機器１０は、標準的な電気外科的ハンドピース１８に取り付け可能である、予め滅菌さ
れ、単回使用の使い捨て用プローブ若しくはチップとして供給され得る。代替的に、ハン
ドピース、カニューレ、カテーテル、内視鏡又はその他の装置に永久に取り付けられるか
、又は一体的に形成され得る。
【００１７】
　機器１０及びシステム１２は所望とされる種々の処置を実施するために使用可能である
。
【実施例】
【００１８】
　本発明の機器が組織を選択的に切断又は凝固するために使用される方法の実施例
１）後眼部における網膜過成長部の分離
　本発明の方法の一実施例は、ヒト又は動物検体の眼から網膜上膜を切除するために上述
の機器を使用することである。この方法の幾らかの工程を、図３乃至４Ａに示す。
【００１９】
　この実施例において、図３乃至４Ａを参照すると、網膜上膜ＥＲＭは、網膜Ｒの内境界
膜と眼の後眼房ＰＣを満たす硝子体皮質との間に形成された異常な、透明又は半透明な、
コラーゲンを含有する膜である。この網膜上膜は別々の接着点ＡＰにて網膜Ｒに接着又は
付着されている。従って、これらの接着点ＡＰのために、網膜上膜が接触すると、網膜上
にて粘着摩擦が生じ、網膜がひずむか又は皺が生じ、患者の視力に支障を来たす。
【００２０】
　この実施例において網膜上膜ＥＲＭを切除するために、眼科外科医は最初に硝子体切除
術を実施し、硝子体切除術用のカッターを使用して周知の技術に従って後眼房ＰＣから硝
子体を切除する。硝子体が切除されると、外科医は本発明の機器１０を、図３に示される
ように後眼房に挿入し、図４及び図４Ａに示される位置まで該機器１０を前進する。該位
置において、接着点ＡＰは第一及び第二の脚部材部２２、２０の間にある開放領域２４を
貫通して延びており、網膜上膜ＥＲＭの残りは、脚部１６の上面ＵＳの上方にあり、網膜
Ｒは脚部１６の下面ＬＳの下方にある。機器１０がそのように配置された状態にて、電極
２６、２８が印加され、接着点ＡＰに配置された網膜上膜ＥＲＭの部分を切断又は破壊す
る一方で、脚部材部２２、２０及び絶縁カバー３０は、該電極２２、２０の印加時に網膜
Ｒを電気的又は熱的損傷から実質的に保護する。この手順は、配置された各接着点ＡＰに
対して繰り返され、それにより網膜上膜ＥＲＭが網膜Ｒから分離され、裂傷、出血又は網
膜の局所的な剥離さえも伴う該網膜の望ましくないけん引又は粘着摩擦を引き起こすこと
もなく、標準的な技術に従って、外科医が網膜上膜ＥＲＭの切除を進めることを可能にす
る。従って、この手順は、網膜の裂傷、出血又はその他の傷害の可能性を低減しつつ実施
され得る。
【００２１】
　図３乃至４Ａは、網膜上膜を剥離する方法を特定して示しているが、組織が隣接する組
織に実質的な損傷を与えることなく、該組織を選択的に切断又は凝固する多様な手順を実
施するために本願のその他の部分に記載されているように、実質的に同様の様式にて使用
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され得ることは理解されよう。機器１０が使用されるこれらのその他の方法の幾らかの実
施例は、以下に記載された更なる実施例において記載されている。
【００２２】
２）後眼部における網膜血管の選択的焼灼術
　多くの場合糖尿病と関連されるある種の疾病の状態の結果として、網膜血管異常が起こ
る。糖尿病性網膜症は多くの場合、最初に網膜血管の弱化及び出血を伴う。後の段階にお
いて、新たな血管が多くの場合増殖し始めて硝子体内部にまで成長し、視界をあいまいに
する。治療としては多くの場合、焦点のレーザ光凝固術を含み、該光凝固術においてはレ
ーザが使用され、網膜を横切って指向するか若しくは分散される光凝固術の小さなスポッ
トが形成される。本発明の機器１０及び／又はシステム１２は、隣接する網膜組織に対す
る熱的な損傷を制限しつつ、網膜或いは該網膜から延出する血管を選択的に凝固する効果
的な手段を提供する。
【００２３】
３）歯肉／口腔外科的切開
　歯科の処置及び口腔外科の処置において、多くの場合、歯肉の切開を伴う。これらの切
開は、多くの場合、歯、歯根、神経及びその他の敏感な構造体の付近にて実施される。加
えて、歯肉組織は大いに血管が発達しており、切断は重大な出血を引き起こす。本発明の
機器１０及び／又はシステム１２は、隣接する敏感な組織及び構造体を保護するとともに
出血を低減しながら、歯肉組織を切断するための優れた手段を提供することができる。
【００２４】
４）皮膚科における処置
　皮膚科における処置は、特殊の成長部の選択的な切除、下側の組織を保護するために損
傷の深さを制御する必要性のある皮膚の切断を伴い、かつ出血の制御が必要とされる。本
発明の機器１０及び／又はシステム１２は、そのような処置を実施するための手段を提供
し、該処置に対して顕著な利点を提供するようにエネルギが加えられる。
【００２５】
５）腫瘍又はその他の組織成長物の選択的な切除／除去
　癌性の腫瘍及びその他の異常な組織成長物は、多くの場合、主要な器官又は敏感な組織
に隣接して配置されているか或いは非常に密接な関係があることから、治療が困難又は手
術不可能であるとみなされている。本発明の機器１０及び／又はシステム１２は、腫瘍の
切除又は除去において使用されるエネルギをより良好に指向する手段を外科医に提供し、
それによりそのような処置が、重要な器官又は敏感な組織付近においてもより良好に実施
され得る。加えて、そのような処置は、たとえそれらが特に重要又は敏感な組織ではなく
ても、隣接する正常組織への損傷を軽減しながら実施され得、治癒に要する時間を低減す
るとともに局所における損傷を制限する。腫瘍又は肉茎性を有する幾らかの皮膚病巣のよ
うな非癌性の成長物は、機器１０を用いて、該機器１０を配置することにより除去され得
る。
【００２６】
６）脳及び神経系の外科的処置
　神経系の処置及び脳の手術は多くの場合、繊細な組織の切断及び／又は除去、或いは神
経及び／又は脳の組織のような敏感な組織に非常に近接した出血性の部位の治療を包含す
る。これらの場合、本発明の機器１０及び／又はシステム１２は、そのような隣接した神
経若しくは脳の組織への損傷を最小限に留めながら、そのような組織の切断及び／又は除
去或いは出血部位の治療を容易にするという利点を提供する。
【００２７】
７）声帯の手術
　声帯は多くの場合異常な成長物（例えば、小結節）により影響を受け、該成長物は繊細
な声帯への損傷を最小限に留めながら、慎重に除去しなければならない。本発明の機器１
０及び／又はシステム１２は、隣接した声帯組織への損傷の発生を最小限に留めながら、
これらの異常成長物を除去するための優れた手段を外科医に提供する。
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【００２８】
８）心臓手術
　本発明の機器１０及び／又はシステム１２は、心膜及び心内膜若しくはその他の心臓組
織を含む心臓の膜組織構造体を切断するための効果的な手段を提供しながらも、心臓若し
くはその他の構造体（例えば、心筋、冠状動脈若しくは心臓の血管、腱索（ｔｅｎｃｏｎ
ｏｕｓ　ｃｈｏｒｄ）、乳頭筋、心臓弁、小柱、心臓の結節組織、冠静脈血洞、隔膜若し
くはその他の正常な心臓組織）を灌流させる該膜組織構造体の下方に位置する心筋及び／
又は重要な脈管構造体を保護する。カテーテルベースの、或いは最小限の侵襲性である本
発明の機器１０及び／又はシステム１２の実施は、また、選択的な切除（例えば、催不整
脈経路若しくは組織を切除する）及び組織若しくは人工の弁処置、弁形成術若しくはアニ
ュロプラスティー（ａｎｕｌｏｐｌａｓｔｙ）処置等において有利である。
【００２９】
８）肝臓の切開
　肝臓における外科的処置は、複雑な配置にて肝組織を交差するより大きな血管構造体に
対する出血を制御し、かつ該構造体への損傷を最小限に留めながら肝臓組織を切断するこ
とを多くの場合必要とする。本発明の機器１０及び／又はシステム１２は、肝組織を介す
る切断時における出血を制御しながら、隣接する血管及び組織への損傷を最小限に留める
優れた様式を外科医に提供する。
【００３０】
９）耳、鼻及び喉（ＥＮＴ）の外科的処置
　ＥＮＴの外科的処置は、多くの場合、隣接する敏感な構造体及び組織付近にて、該組織
を切断する／凝固するために、微小に制限された経路（例えば、洞）において作業するこ
とを含む。本発明の機器１０及び／又はシステム１２は、限られた手術空間であるために
必然的に幾何学的に非常に近接している隣接組織への損傷を選択的に回避しながらも、非
常に制限された空間において手術を行う手段をＥＮＴの外科医に提供する。
【００３１】
１０）関節鏡視下手術
　関節鏡視下手術は多くの場合、湿性領域の環境において組織を切断することを含む。隣
接する構造体（例えば、骨）への損傷が最小限に留められることが容易に完治するには望
ましい該隣接する構造体から組織（軟骨、腱など）を選択的に切断ことが多くの場合望ま
しい。また、これらの処置において、出血は視界をあいまいにする。従って、本発明の機
器１０及び／又はシステム１２は、そのような処置に影響を与える優れた手段を、関節鏡
視下手術を実施する外科医に提供する。
【００３２】
１１）結腸鏡検査及びその他の口腔若しくは消化器官の処置
　治療若しくは診断（例えば、バイオプシー）の目的にて胃腸器官又は消化管から腫瘍、
ポリープ及び／又はその他の成長物を除去することは、好ましくない出血及び／又は例え
ば腸せん孔のような隣接する組織への予想外の損傷を引き起こす。本発明の機器１０及び
／又はシステム１２は、実質的な出血、消化管のせん孔、又は消化管壁へのその他の損傷
を引き起こすことなく、消化管（例えば、直腸、大腸、小腸、十二指腸、胃、食道、中咽
頭、舌又は口腔内洞）壁から腫瘍、ポリープ及び／又はその他の成長物を切断及び／又は
除去するために、及び／又はバイオプシーサンプルを回収するために使用され得る。その
ような処置において、機器１０は前進され得る。
【００３３】
　本発明はある実施形態及び実施例に関して上述のように記載されているが、そのような
実施形態及び実施例は非限定的なものであり、本発明の全ての実施形態及び実施例を定義
することを意図していないことは理解されよう。実際に、当業者は本発明の意図された精
神及び範囲から逸脱することなく上述の実施形態及び実施例に対して種々の変更がなされ
ること、そして、そのような変更の全てが以下に添付された請求の範囲内含まれているこ
とが意図されていることを理解するであろう。



(9) JP 4704344 B2 2011.6.15

10

【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の電気外科的組織切断機器を組み込んだシステムの斜視図である。
【図２】図２の領域２の拡大斜視図である。
【図３】ヒト又は動物検体の目から網膜上膜を切除するために本発明の電気外科的プロー
ブを用いる方法の工程を示す。
【図４】ヒト又は動物検体の目から網膜上膜を切除するために本発明の電気外科的プロー
ブを用いる方法の工程を示す。
【図４Ａ】ヒト又は動物検体の目から網膜上膜を切除するために本発明の電気外科的プロ
ーブを用いる方法の工程を示す。
【図５】本発明の電気外科的プローブの先端部の断面図であり、機器の使用時に存在する
出力領域を示す。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図４Ａ】
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摘要(译)

用于切割或凝结的方法和设备。B）至少一个腿构件，其从细长构件的远
端延伸并具有上表面和下表面; c）至少形成在腿构件的下表面上的多个
腿构件电绝缘和热绝缘的覆盖物，d）至少在腿构件的顶表面上还有一个
电极。在操作中，所述至少一个电极在腿构件的上表面上方切割或凝固
组织，同时防止对设置在腿构件的下表面下方的组织的实质性损坏施加
电压。
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